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１．採点方式

仮採点結果について公開頂けませんでしょうか。できない場合はその理由につい
て、ご教示願います。

技術的事項の確認は、提案書の一部として審査委員会で評価の対象となったの
でしょうか、ご教示願います。

当該書類が公表されていない理由について、ご教示願います。

点数に奇数の項目が存在しておりますが、これは原則外の係数が採用されたので
しょうか。その場合、原則外の係数が採用された時期、理由、項目、具体的な評価
式について、ご教示願います。

１）の場合、事前に提案者には通知が無かった理由について、ご教示願います。

１）の場合、各審査員別の採点結果について公開頂けませんでしょうか。できない
場合はその理由について、ご教示願います。

結果通知日の公式記者会見において、審査委員長より「仮採点をして、なんとなく
審査員みんなの相場観を確かめてから本採点をした」との発表がございました。仮
採点を行うことは各審査員に対する自由で独立した公正な判断を誤らせる行為と
考えられますが、仮採点が行われた理由について、ご教示願います。

具体的にどの様な点で優劣をつけたのか、ご教示願います。

評価対象は技術提案書に記載された提案事業費でしょうか、ご教示願います。

技術的事項の確認及びヒアリングにおいて、物価上昇分の費用を２３億円見込ん
でいることを説明しております。Ａ案において物価上昇分が別途計上だとすると、
評価条件を統一した場合、Ｂ案の方が提案事業費が低くなりますが、Ａ案よりＢ案
の方が劣っているとされた理由について、ご教示願います。

「更なる事業費縮減に向けた工夫に関する提案」について、審査委員会で評価の
対象となったのでしょうか。その場合、どの項目がどの様に評価され点数に反映さ
れたのか、ご教示願います。

評価対象は技術提案書に記載された竣工期日でしょうか。そうでない場合、竣工
期日は同じであるのにＡ案よりＢ案の方が劣っているとされた理由について、ご教
示願います。評価対象は技術提案書に記載された竣工期日でしょうか。そうでな
い場合、竣工期日は同じであるのにＡ案よりＢ案の方が劣っているとされた理由に
ついて、ご教示願います。
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回答

２．技術的事項の確認

説明書（補足）４．に記載のとおり、「技術提案書の評価に当たって、技術提案書
の内容について確認しておくべき技術的事項がある場合は、応募者に確認する」
としており、この結果もふまえて技術提案書の評価が行われています。
　また、説明書（補足）４．（１）に記載のとおり、「技術的事項の経緯については、審
査結果の公表後に公表する」とされており、今後、関係者と必要な調整を行った後
に、公表する予定です。

技術提案書の他、技術的事項の確認、ヒアリングにおいて、工期に関する実現性
や不安要素につきま しては、回答して参りました。例えば、既存杭解体工事の先
行着手につきましては、既成の工法であるバックアップ工法等の採用により提案工
期を遵守できることをヒアリング時に回答しております。また、資機材置場の用地確
保につきましては、技術的事項の確認により用地確保ができない場合でも提案工
期を遵守する回答をしております。新技術の採用につきましては、技術提案書に
より詳細な説明をしております。具体的にどの様な点で優劣がつきどの様に点数
に反映されたのか、ご教示願います。

既存杭解体工事につきましてはＡ案の技術提案書に記載が見当たりません。Ａ案
においては既存杭解体をしないか本体工事で実施するか、選考過程での確認結
果について、ご教示願います。

４．１）．で技術提案書に記載の提案事業費で評価され、５．１）．で技術提案書に
記載の竣工期日で評価されなかった場合、項目により評価条件が異なることにな
ります。その場合、そのような評価を行った理由について、ご教示願います。

技術提案書において、Ｂ案では維持管理費及び縮減効果を金額で示しておりま
すが、Ａ案では具体的金額が見当たりません。どの様な観点から比較を行い、ど
の様に点数に反映されたのか、ご教示願います。

Ｂ案の方がＥＲＲ値、ＢＥＥ値等の数値で上回った提案をしたと認識しております
が、具体的にどの様な点で優劣がつきどの様に点数に反映されたのか、ご教示願
います。

当該文書及び回答文書につきまして、審査の透明性及び公平性確保の観点に基
づき、公開されるものと理解しておりますが、その時期と方法について、ご教示願
います。

技術提案書の評価にあたっては、「求める技術提案書及び審査基準について」に
基づき、説明書８（２）①に規定される「新国立競技場整備事業の技術提案等審査
委員会」（以下「委員会」）の各委員が、「評価項目ごとに、原則として各項目の配
点に６段階の評価に応じた係数を乗じたものを点数とする」こととし、これらの合計
により評価を行っており、「点数の合計点が高い者から順位を付け、最も優れた技
術提案書を選定する」こととなっています。
各項目は原則として６段階の評価としていますが、委員が特に必要と考える場合
は、委員の判断により、さらに詳細な区分による評価（A’、B’等）を採用するなどの
運用方針を定めています。これらは、提示している審査基準の運用の範囲内であ
ることから、特段の通知等は行っていません。
また、各委員の審査にあたり、自らの認識に間違いが無いかどうかを自ら確認する
観点から、仮評価を実施しています。
なお、説明書８（２）①に記載のとおり、委員会は、「中立かつ公正な立場で技術提
案書の審査を行」うこととされています。

１．採点方式



３．業務の実施方針

４．事業費の縮減

５．工期短縮

６．維持管理費抑制

７．環境計画

８．その他

説明書９に基づく貴共同企業体作成の書面及び本書面については、「設計・コン
サルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情
報の公表について」（平成19年9月19日、19文科施第224号）に準じて取り扱い、本
書面の発信後に当センターにおいて閲覧に供するとともに、当センターホーム
ページに掲載します。

「業務の実施方針」については、提出された技術提案書に記載されている内容に
ついて、各委員が技術提案書、技術的事項の確認、ヒアリングを通じて「技術提案
書の審査基準」の「評価項目」に記載された「評価基準」に従い、「業務内容の理
解度（整備すべき施設や、工期遵守・事業費上限額遵守を含め、本事業実施に
おける重要事項の理解度）」及び「重要事項を確実に担保し、確実に本事業を遂
行するための取組体制、品質管理の考え方、配慮事項等の妥当性」を評価してお
り、その結果として、公表している点数になったものです。

「事業費の縮減」については、提出された技術提案書に記載されている内容につ
いて、各委員が技術提案書、技術的事項の確認、ヒアリングを通じて「技術提案書
の審査基準」の「評価項目」に記載された「評価基準」に従い、「事業費の縮減の
実現性（事業費の抑制幅及び事業費縮減策の確実性）」を評価しており、その結
果として、公表している点数になったものです。
　なお、「更なる事業費縮減に向けた工夫に関する提案」は、「技術提案書作成要
領」３（２）④の「事業費」に関する技術提案として求めているものであり、当該項目
の評価は、「技術提案書の審査基準」の「評価項目」における「事業費の縮減」の
評価に勘案されるものとなります。

「工期短縮」については、提出された技術提案書に記載されている内容につい
て、各委員が技術提案書、技術的事項の確認、ヒアリングを通じて「技術提案書の
審査基準」の「評価項目」に記載された「評価基準」に従い、「工期短縮の実現性
（工期の短さ及び工期短縮策の確実性）」を評価しており、その結果として、公表し
ている点数になったものです。
　なお、説明書（補足）４．に記載のとおり、「技術提案書の評価に当たって、技術
提案書の内容について確認しておくべき技術的事項がある場合は、応募者に確
認する」としており、委員会から提示された項目について、応募者に確認を行って
おります。

「維持管理抑制」については、提出された技術提案書に記載されている内容につ
いて、各委員が技術提案書、技術的事項の確認、ヒアリングを通じて「技術提案書
の審査基準」の「評価項目」に記載された「評価基準」に従い、「維持管理費の抑
制策の的確性」を評価しており、その結果として、公表している点数になったもの
です。

「環境計画」については、「技術提案書作成要領」３（２）⑨の「環境計画」に記載の
とおり、「明治神宮外苑の歴史と伝統ある環境や景観等に調和するための具体的
方策」や「環境負荷軽減のための具体的方策・設備計画」についての記載を求
め、提出された技術提案書に記載されているこれらの内容について、各委員が技
術提案書、技術的事項の確認、ヒアリングを通じて「技術提案書の審査基準」の
「評価項目」に記載された「評価基準」に従い、「提案の的確性、独創性、実現性
について総合的に評価」を行っており、その結果として、公表している点数になっ
たものです。




